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・質問事項のお問い合わせは、地壌対策本部事務局までお願いします。
社団法人 大阪聴力障害者協会内 聴 党障害者制度改革推進大阪本部

〒540-0012

大阪市中央区谷町5-4-13 大阪府谷町福祉センター3階

FAX:06-6768-3833  TEL:06-6761-1994

士ouosakaOyo,rin.of.卜ip

`11月 30日 (金)ま でに対策大阪本部事務局 (FAX審号 ;06-6768-3833)までFAXまたはEメール (メ
ールアドレス :Icuosak80yO,rin.oI.ip)にてご回答くだきるようお願いいたします。

1.障 害者総合支援法について

障害者福祉は利用者負担なとで、全国共通の仕組みを作るべきだと思います。この度、成立した障害

者総合支捜法には 「視聴党障害者の意思疎過支援寄業Jが 含まれましたが、地域聞格差や不十分な予算

措置年の問題は依然として残つたままです。障害者総合支援法は施行後 3年 以内に検討事項と附帯決譲

の具体化を決めています。

今後の時害者緒合支援法の見直じや拡充に対するご見解をお聞かせください。

2、市町村等のコミュニケーシヨン支援事業について

市町村では、手誘通訳者、要約筆記者の派遣事業が必須事業とされていますが、派造条件 (利用条件)

が自治体で異なる現状では、身体障害者手帳を持たない聴党障害者、穏党に障害のあるものと意思疎通

の必要のあるものなど誰でもが自由に利用できる制度に,ま至つておりません。また盲ろう者に対する通

認・介動者の養成、派造事業が都道府県でも必須化されていません。

同じ国民でありながら、居住する市町村によつて受けるコミネニケーション支援の範囲や内容が異な

つてしまう現状について、どのようなど見解をお持ちですか。

3.意 思弾通支援従事者 (字話通訳者等)派 遣事業で、派造の連絡調整業務を迎行するコーディネータ

ーの役割は非常に大きなものがありますが、この設置が義務化されていないこと、専F写性の高い意思疎

通支援従事者および派遣コーディネーターが市町村、都道府県で身分保障の根準となる報酬が保障され

ていない現状をどうお考えですか。
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4.行 政機関では、聴覚障害者が自分の希望するコミュニケーション手段を使つてのサービスの提供を
受けるに至つていない現状があります。国民である以上、障害の有無にかかわらず行政のサービスを受
けられるべきであり、それを提供する義務が行政機関にはあると考えます。Sllえば、情報アクセスのパ

ツア解消のため、都道府県市町村の福祉事務所等に手霜で相餃できるケースフーカー等の相談員の配置
や地方自治体の窓口における会議対応の職員研修、手話のできる職員の配歴等を推進する必要があると
思います。行政機関におけるアクセンプルな情報提供について、どのようなご見解をお持ちですか。
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5、政見放送への手話通訳、字幕の挿入の義務化、選挙時の情報保障について

5-1)次回の参議院遣挙比例代表に字幕付与の方針であるものの、現在ほ公験選挙法により、総選挙レL

例代表区、参議院選挙区は字幕付与もなく、維選挙小選挙区には字幕付与も手話通訳も政党持込みビデ

オで政党の任意に任されています。なお、知事選挙には、手話通訳の付与は実現しておりますが、字幕

がありません。

国民でありながら候補者を選ぷ権利、参政権を行使するための情報の入手が制限されている状況を、

貴党はどのようにお考えか、見解をお開かせ下さい。

5-2)また、このたびの選挙において、政見放送、個人演説会、選挙公報など政見を訴える場面におい

て、手諸通訳、字募、要約筆記、盲ろう者向け避訳 ・介助等の聴党障害者 ・盲ろう者に対する情報保障

を架施されますか?

6,障 害者差別祭止法について

現在、障害者差別禁止法の制定についての 「差別禁上部会)の 繰言が出されています。撮言ては、社

会の理解を深めるために 「差別」の定義と身近な調停 ・相談機関の設置など紛争解決の仕組みが必要と

しています。 「合理的配慮の不提供」や 「不均等待遇Jを 差別とするよう求めています。

障害者差別祭止法の制定についてご見解をお開かせください。

5‐1 )に ついて
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7.情 報 ,ヨミュニケーションを保障する法律 ・制度の必要性について
膝害者福祉以外に医療、福社全般、教育、司法、就労、放送 ・通信など社会のあらゆる分野で時害者

の情報アクセスやヨミュニケーションを保障する法制度は、穂党障害者の生命や社会参加を保障すると
いう重要性にも関わらず、確立してぃません。聴党陣答者のみならず他の障害者を含めた全国民に必要
な仕組みとして情報アクセス・コミュニケーション保障を定めた法律が必要であると考えます。
このことについて、どのようにお考えか見解をお開かせくださぃ。

8.そ の他

障害者施策について、特に取り組みたいとされていることをお閉かせください。
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ご協力ありがとうございました。
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